
書式12号 (法8条関係)

令和4年4月 1日から令和5年3月 31日 まで

1.事業の成果

支援や配慮を必要とする障がい児者や高齢者が、自分の家を中心として生涯にわたり自分なりの生活をして

いけるよう、従来通り、児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業・介護事業・相談支援事業・ 自主事

業に部門間の連携を密にして取り組んだ。さらに防災や職場環境の改善を行つたり、研修を行い、スキルの

質を高めた。また、コロす禍の中、制約はあつたものの鳥山地域をはじめ世田谷区内での会議等に積極的に

参加し、地域の人や機関との連携や交流を深めた。

2.事業実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 事業費用合計 155,651

事業名 事業内容
実施
日時

実施

場 所

従事者
人数

利用人
数 0時間

受益対象者
の範囲

事業費
(千 円:四拾五入 )

①障害者総合支援法に
基づく障害福祉サー
ビス事業

障害者及び児童居宅介護事業
居宅介護・ 重度訪間介護 0行動
援護 。同行援護

365日 主に

世田谷区
19人

月
286名

48■9時間

契約をした

障害児・ 者
34,275

②障害者総合支援法に
基づく地域生活支援
事業

i 移動支援事業

障害〕E己 .者の余暇活動
(外出)通学支援等

365日 主に

世田谷区
33人

月
607名

51■6時間

契約をした

障害児・者
21,787

③児童福祉法に基づく
児童発達支援及び放課後等デイサービス事業

児童発達支援事業
就学前の児童の療育・ 音楽療法
等

週5日
世田谷区

給田
9人 1日

68人 就学前の幼児 31,717

放課後等デイサー

ビス事業
障害児の放課後支援デイ
サービス

週6日

世田谷区

給田
15人 1日

87人
障害小 。中 。

高生
27,782

世田谷区

赤堤
8人 1日

85人
障害小 。中 。

高生
32,618

④障害児・者に対する
日常生活を豊かにす
る支援事業

成人の余暇活動支援
ダンス・音楽療法等

月3～4
日

世田谷区

0人
世田谷区内の

高等部を卒業
した障害者

84

地域交流のための
バザー実施等

年2回程
度

0人 保護者等

介護保険法に基づく

⑤

ｌ
居宅介護支援事業 ケアプラン作成

実施して
いない

0人 ○

⑥
‖

居宅サービス事業 高齢者への訪間介護 365日 世田谷区 2人
月

1.1名
1■5時間

契約をした高
齢者

1,069

⑦

�

介護予防サービス

事業
高齢者への予防介護

実施して
いない

0人 O

③障害者総含支援法に
基づく
特定相談支援事業

特定相談事業 週6日 世田谷区 1人 63人
契約をした

障害児・者
5,257

◎りE己童福祉法に基づく
障害りE己相談支援事業

障害児相談事業 週6日 世田谷区 1人 20人 契約をした
障害児・者

1,063

⑩矢目的障害者移動支援
従事者養成研修事業

矢目的障害児・者ガイ ドヘ

ルバーを養成
実施して
いない

0人 ○ 受講生



小計・ 合計金 額科  目

受取会費 394,000
正会員受取会費 333,000
賛助会員受取会費 61,000

2. 受取寄付金 965,000
受取寄付金 965,000
40周年寄附金 0

3. 受取補助金等 7,658,910
受取補助金 3,360,000
受取助成金 4,298,910

4. 事業収益 148,764,986
①障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益

i居宅介護事業 36,284,966
②障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業収益

i移動支援事業収益 22,006,930
③児童福祉法に基づ<児童発達支援及び
放課後等デイサービス事業収益

i児童発達支援事業 27,796,262
il放課後等デイサービス給田 27,024,774
||1放 課後等デイサービス赤堤 30,311,780
④障害児者に対する日常生活を豊かにする支援事業収益 30,396
⑤介護保険法に基づく居宅介護支援事業収益 0
⑥介護保険法に基づく居宅サービス事業収益 1,673,947
⑦介護保険法に基づく介護予防サービス事業収益 0
③障害者総合支援法に基づ<特定相談支援事業収益 3,100,558
⑨児童福祉法に基づ<障害児相談支援事業収益 535,373
⑩知的障害者移動支援従事者養成研修事業収益 0

5。 その他の収益 0

経常収益計 157,782,896

1. 事業費

(1)人件費 133,363,792

① 給料手当

退職掛金

退職金

与

②

⑩

③

◎

④

雑

む
員

53,547,264
43,291,488

2,792,901

575,000

450,295

19,361,549

13,345,295

0

給

雑 給 (講 師)

⑤ 委託料

③ 福利厚生費

⑥ 特別委託料

⑦ 法定福利費

21,289,123
8,484,000
1,186,227

1,989,973

書式第13号 (法第28条関係)

2022年度 活動計算書(その他事業がない場合)

2022年4月 1日～2023年 3月 31日

(2)その他経費

① 賃借料

② 光熱用水費

③ 通信費

④ )肖 耗品費

⑤ 旅費交通費

⑥ 什器備品

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人にじのこ

B

1,923,639

24,714
877,604

⑦ 指導用教材費 118,222

|

| 01

|

0
|

|

|
|



③ 図書費 22340
95,700

⑩ 保守料(WEB) 2,067,201

63,588
335,982

① 加盟費

⑫ 研修費

⑬ 顧間料

0

⑩ 租税公課

68,780
276,049

1,192,858

593

50,400④ 支払手数料

⑭ 会議費

⑮ 行事費

⑩ 保険料

① リース料

① 雑  費

事業費計 154,652,915
2. 管理費

(1)人件費 3,778,386
① 給料手当 1,603,890

974,459
③ 雑 給 (講 師) 0

④ 賞 与 693,651
⑤ 法定福利費

福利厚生費

460,095
⑥ 29,382
⑦ 退職掛金 16,909
(2)その他経費 1,569,012
① 賃借料 864,000
② 光熱用水費 0

③ 通信費 11,201

④ )肖耗品費 4,707
⑤ 旅費交通費 23

⑥ 什器備品 0

⑦ 図書費 0

③ |1多 繕 費 0

◎ 1呆 守 料 26,387

⑩ カロ
0月

費 212
① 研 修 費 1,008

⑫ 顧 間 料 603,986
① 会 議 費 12,006

⑭ 保 険 料 1,501

⑮ リース料 3,168
⑩ 雑  費 18,606

① 租税公課 607
⑩ 支払手数料 21,600
⑩ 40周年費用

管理費計 5,347,398

160,000,313

当期経常増減額 A ― B ・・・① | (2,217,417)

C経 常外収益

経常外収益計 0

D経常外費用

経常外費用計 0

当期経常外増減額 C ― D 。̈② 0

税引前当期正味財産増減額 +

法人税、住民税及び事業税

前期繰越正味財産額 …⑤

次期繰越正味財産額 ③―④+⑤

④

(2,217,417)

998,200
25,678,433

22,462,816

経常費用計

⑨ 修繕費

|

1,191,806 1

|

| 690,672

④ 減価償却費 | 628,775

② 雑 給

|

|

|

0

|

|

|

|

|



書式第15号 (法第28条関係)

2022年度特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

2023年 3月 31日現在

特定非営利活動法人にじのこ

円

科   目 金 額 小計・ 合計

7,533,794
24,111,959

284,963

31,930,716

31,930,716

1,082,119

395,305

1,477,424

880,000
1,250,OOO

2,130,OOO

【A】 資産の部

3,607,424

35,538,140【A】 資産の部①十②

961,110
11,O08,127

6,000

,975,237

11,975,237

1,100,087

1,100,087

1,100,087

負債合計③十④ 13,075,324

25,678,433

-3,215,617

22,462,816

【B-2】 正味財産の部

正味財産合計

35,538,140【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 +【 B-2】

【B-1】 負債の部



書式第17号 (法第28条関係)

2022年度 財産目録

2023年3月 31日現在

特定非営利活動法人にじのこ

科 目 金 額 」ヽ 計 合 計

522,227 522,227

5,210,597

1,800,970 7,011,567

23,699,621

412,338 24,111,959

284,963 284,963

31,930,716

1,082,119

395,305 1,477,424

880,000

1,250,000 2,130,000

3,607,424

【A】 資産の部

【A】 資産の部①+② 35,538,140

961,110

11,014,127 ,975,237

,975,237

1,100,08700,087

1,100,087

【B-1】 負債合計 ③+④ 13,075,324

【B-2】 正味財産合計  【A】 一 【B-1】 22,462,816

【B-1】 負債の部



18号 (法 28

令和4年4月 」日から令和5年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人にじのこ

クヽ  スフ
1又  モコ 氏

メイ

名 就 任 期 間
報酬‖を受けた

期 間

理事
ツチヤ  ヒトン

上屋 仁

令禾□4年4月 1日

～令和5年3月 31日

無 し

理事

令和4年4月 1日

～令不□5年3月 31日

無 し

理事
フジタ

藤田
アヤ

文

令和4年4月 1日

～令和5年3月 31日

無 し

理事 木村 みほ

令禾□4年5月 26日

～令和5年3月 31日

無 し

理事
イ

丼みどり

'膏

令不□4年4月 1日

～令和5年3月 31日

無 し

理事
サ トウ  ュウコ

佐藤 裕子

令和4年4月 1日

～令和5年3月 31日

無 し

ストウ  ケイコ

須藤 恵子

令和4年5月 26日

～令不□5年3月 31日

無 し

監事
ミャノノ ロシ」

宮薗 佳子

令禾□4年5月 26日

～令和5年 3月 31日

無 し

監事
カマタ ナホコ

鎌田菜1:恵 子

令不□4年5月 26日

～令和5年3月 31日

無 し

監事
キクテ ケンタttウ

菊池顕太郎

令和4年5月 26日

～令和5年3月 31日

無 し

令和4年度 年間役員名簿

オグラ チツル

小倉 千鶴

理事



社員名簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿 )

令和5年3月 31日現在

特定非営利活動法人にじのこ

氏   名

1
ツチヤ   ヒトシ

土屋 仁

2
フジ タ    アヤ

藤田  文

3
オグラ  チツル

小倉 千鶴

4
キ ム ラ

木村 みほ

5
ワクイ ミドリ

涌丼みどり

6
サトウ ユウコ

佐藤 裕子

7
スドウ    ケイコ

須藤 恵子

8
ミヤノノ  ヨンコ

宮薗 佳子

9
フクシマ  カヅミ

福島 不]美

10
マツダイラ

松平 みえ

11
カマタ   ナオコ

鎌田 菜穂子

12
キクチ   ケンタロウ

菊池 顕太郎


